
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
、
い
わ
ゆ
る
「
関
ヶ
原
」

の
合
戦
。
近
衛
前
久
書
状
に
は
合
戦
の
地
を
「
関
ヶ
原
」

で
は
な
く
、
「
青
野
カ
原
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
い

ま
す
。
こ
の
他
に
「
関
ヶ
原
」
と
記
さ
な
い
例
と
し
て
、

「
秋
田
家
史
料
」
一
〇
月
八
日
最
上
義
光
書
状
の
「
大

柿
（
大
垣
）
ニ
籠
居
候
治
部
・
刑
部
・
備
前
中
納
言
・

島
津
な
と
あ
を
の
ゝ
原
へ
罷
出
、
人
数
十
二
万
ほ
と
ニ

て
ひ
か
え
候
処
へ
、
内
府
様
御
人
数
ハ
八
万
ほ
と
」
の

「
あ
を
の
ゝ
原
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
延
元
三
年
（
北
朝
建
武
五
年
・
一
三

三
八
）
正
月
、
後
世
「
関
ヶ
原
」
と
よ
ば
れ
る
「
青
野

原
」
で
義
良
親
王
を
奉
じ
る
北
畠
顕
家
率
い
る
奥
州
軍

が
室
町
幕
府
方
と
戦
い
ま
し
た
。
顕
家
は
、
吉
野
に
逃

れ
た
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
、
京
都
回
復
を
目
指
し
て
西

征
し
、
こ
の
戦
い
で
は
勝
利
し
ま
す
。
し
か
し
京
都
奪

回
は
で
き
ず
、
顕
家
は
五
月
に
戦
死
し
ま
す
。
そ
こ
で

後
醍
醐
は
、
顕
家
の
弟
顕
信
を
陸
奥
国
に
下
し
ま
す
。

東
北
地
方
に
お
け
る
顕
信
発
給
文
書
は
、
『
南
北
朝

遺
文
』
東
北
編
に
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
書
は
東
北

地
方
の
南
北
朝
史
研
究
の
基
本
史
料
集
と
い
う
べ
き
も

の
で
す
の
で
、
同
書
に
収
録
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
文

書
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

北
畠
氏
と
安
藤
氏

（
花
押
）

参
御
方
上
者
、
本
領
不
可
有
相
違
之
由
仰
候
也
、

仍
執
達
如
件
、

正
平
七
年
二
月
三
日

右
馬
権
頭
清
顕
奉

安
藤
蔵
人
殿

右
の
文
書
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
レ
ク
チ
グ
ラ

フ
「
市
原
孝
一
氏
所
蔵
文
書
」
（
請
求
記
号
六
八
〇
〇

｜

一
七
五
）
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
撮
影
は
昭
和
一

二
年
（
一
九
三
七
）
二
月
で
、
市
原
氏
は
福
島
県
岩
瀬

郡
須
賀
川
町
（
現
在
須
賀
川
市
）
在
住
で
し
た
。
「
市

原
孝
一
氏
所
蔵
文
書
」
は
収
集
文
書
ら
し
く
、
特
定
の

家
に
伝
来
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

袖
の
花
押
は
、
顕
信
で
す
。
奉
者
の
右
馬
権
頭
清
顕

は
、
他
の
顕
信
発
給
文
書
に
も
み
え
る
人
物
で
す
。

充
書
の
安
藤
蔵
人
の
系
譜
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
安
藤

氏
は
津
軽
・
秋
田
等
に
お
り
ま
す
の
で
、
他
に
史
料
の

裏
付
け
が
な
い
と
ど
こ
の
安
藤
氏
か
わ
か
ら
な
い
の
で

す
。
そ
れ
が
『
南
北
朝
遺
文
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た

理
由
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
安
藤
蔵
人
が
東
北
以
外
の
国

人
の
可
能
性
は
低
い
で
す
し
、
顕
信
が
東
北
地
方
で
発

給
し
た
文
書
と
し
て
取
り
扱
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

内
容
で
す
が
、
本
文
の
冒
頭
の
「
参
御
方
」
と
は
、

安
藤
蔵
人
が
顕
信
方
に
転
じ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

右
の
文
書
が
発
給
さ
れ
た
前
年
、
い
わ
ゆ
る
観
応
の
擾

乱
の
影
響
が
東
北
地
方
に
も
及
び
、
足
利
直
義
派
の
奥

州
管
領
吉
良
貞
家
が
足
利
尊
氏
派
の
奥
州
管
領
畠
山
国

氏
を
滅
ぼ
し
ま
す
。
こ
の
分
裂
を
好
機
と
と
ら
え
た
顕

信
は
、
延
元
二
年
（
北
朝
建
武
四
年
・
一
三
三
七
）
に

顕
家
が
尊
氏
方
の
た
め
追
わ
れ
た
多
賀
国
府
を
奪
回
し

ま
す
。
顕
信
の
人
生
で
全
盛
期
と
し
て
よ
い
時
期
で
す
。

文
書
に
よ
れ
ば
、「
本
領
不
可
有
相
違
」
、
つ
ま
り
安

藤
蔵
人
の
本
領
を
安
堵
し
ま
す
。
顕
信
方
と
な
っ
た
見

返
り
で
す
。
味
方
に
な
れ
ば
本
領
を
安
堵
す
る
ぞ
と
い

う
顕
信
文
書
は
あ
り
ま
し
た
が
、
本
当
に
安
堵
の
文
書

を
発
給
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
文
書
が
発
給
さ
れ
た
翌
々
月
、
貞
家
は
多

賀
国
府
を
奪
回
し
ま
す
。
そ
の
後
、
顕
信
が
多
賀
国
府

を
回
復
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

顕
信
の
事
跡
は
、
正
平
一
七
年
（
北
朝
康
安
二
年
・

一
三
六
二
）
ま
で
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
南
朝
の
勅
撰

和
歌
集
「
新
葉
和
歌
集
」
に
よ
れ
ば
、
顕
信
の
子
守
親

は
陸
奥
国
か
ら
南
朝
の
行
宮
に
移
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

和
歌
集
の
土
御
門
前
右
大
臣
入
道
を
顕
信
と
す
る
の
が

通
説
で
、
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
土
御
門
前
右
大

臣
入
道
も
行
宮
に
い
た
と
読
み
取
れ
ま
す
の
で
、
親
子

で
陸
奥
国
を
去
っ
た
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
顕
信
の
父

親
房
は
「
新
葉
和
歌
集
」
で
「
中
院
入
道
一
品
」
と
し

て
い
ま
す
し
、
「
土
御
門
」
を
称
し
た
南
朝
廷
臣
は
他

に
い
ま
す
の
で
、
通
説
は
検
討
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。

下
っ
て
戦
国
期
か
ら
織
豊
期
に
、
浪
岡
御
所
と
よ
ば

れ
た
親
房
の
子
孫
が
い
ま
し
た
。
顕
家
の
子
孫
と
す
る

説
と
、
顕
信
の
子
孫
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
浪
岡
は

現
在
の
青
森
市
で
、
陸
奥
国
で
す
が
、
京
都
の
貴
族
は

出
羽
国
と
し
ま
す
。
浪
岡
御
所
は
、
津
軽
為
信
の
た
め

滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。
難
を
の
が
れ
た
一
族
は
、
秋
田
氏
の

家
中
と
な
り
ま
し
た
。

【
鈴
木

満
】
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今
月
刊
行
の
「
岡
本
元
朝
日
記
」
第
三
巻
で
は
、

藩
主
の
代
替
わ
り
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
記
述
が

登
場
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
！
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秋
田
の
豊
か
な
林
産
資
源
は
、
佐
竹
氏
入
部
以
前
か

ら
全
国
的
に
着
目
さ
れ
て
お
り
、
豊
臣
政
権
か
ら
は
秋

田
氏
に
対
し
て
軍
船
大
安
宅
船
用
材
や
伏
見
作
事
御
用

板
、
淀
船
用
材
板
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
太
閤
運
上
板
の
上

納
が
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
、
徳
川
政
権
に
よ
る
国
替

で
秋
田
に
入
部
し
た
佐
竹
氏
も
ま
た
こ
う
し
た
林
産
物

を
藩
の
重
要
財
源
と
位
置
づ
け
て
領
外
移
出
を
推
進
す

る
の
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
の
目
論
見
は
如
何
に
。

小
稿
で
は
、
昨
年
七
月
八
日
の
古
文
書
解
読
講
座
Ⅰ

で
チ
ャ
レ
ン
ジ
い
た
だ
い
た
当
館
収
蔵
資
料
『
山
林
盛

衰
之
大
凡
考
』
（
混
架
七
―
二
七
八
）
の
内
容
に
少
し

入
り
、
秋
田
藩
の
林
業
の
実
相
を
垣
間
見
て
い
た
だ
こ

う
と
思
い
ま
す
。

『
山
林
盛
衰
之
大
凡
考
』
は
、
文
字
通
り
山
林
の
盛

衰
の
大
凡
に
つ
い
て
ま
と
め
考
察
を
加
え
た
も
の
で
、

対
象
と
な
っ
て
い
る
山
林
は
秋
田
藩
の
諸
山
、
記
載
さ

れ
て
い
る
事
象
は
お
よ
そ
宝
暦
年
中
（
一
七
五
一
～
一

七
六
四
）
か
ら
文
政
年
中
（
一
八
一
八
～
一
八
三
〇
）

の
林
業
の
事
ど
も
で
す
。
論
者
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
記
述
内
容
が
他
の
林
政
史
料
と
対

比
し
て
も
的
確
で
、
林
務
官
僚
経
験
者
の
記
述
の
可
能

性
が
高
い
こ
と
か
ら
『
秋
田
県
林
業
史
』
下
な
ど
で
は

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
か
ら
文
政
年
間
に
か
け
て
三

〇
年
近
く
木
山
方
吟
味
役
を
務
め
功
績
の
あ
っ
た
景
林

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

山
は
近
世
秋
田
の
国
の
宝
か

～
「
山
林
盛
衰
之
大
凡
考
」
よ
り
～

賀
藤
清
右
衛
門
と
想
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
同
意
で
き

る
見
解
と
言
え
ま
す
ね
。

早
速
、
そ
の
冒
頭
部
分
か
ら
見
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

御
領
内
山
林
之
夥
敷
往
古
は
指
置
、
宝
暦
年
中
よ
り

明
和
之
初
ま
で
安
間
正
兵
衛
回
山
之
記
録
を
以
考
候

得
者
其
砌
秋
田
郡
仁
別
戸
沢
一
沢
務
沢
北
平
百
七
拾

貫
目
之
運
上
を
以
平
野
屋
久
兵
衛
江
戸
被
明
下
船
板

帆
柱
保
太
木
寸
甫
出
候
事
相
見
候
、
其
翌
年
長
小
羽

四
百
万
枚
被
指
出
明
和
三
戌
年
迄
小
羽
杣
沢
割
有
之

其
頃
よ
り
享
和
元
酉
年
迄
三
拾
六
年
之
間
数
十
度
小

羽
材
木
被
指
出
猶
徒
も
多
入
候
而
文
化
御
改
正
之
頃

総
山
一
円
之
伐
尽
と
相
成
候

こ
の
考
察
が
宝
暦
年
中
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
は
、

宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
、
藩
に
よ
る
林
政
強
化
策

が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
文
中

に
登
場
す
る
安
間
正
兵
衛
は
本
方
吟
味
役
で
、
こ
の
時

「
領
中
惣
木
山
並
漆
木
共
取
立
担
」
に
抜
擢
さ
れ
た
能

吏
で
す
。

内
容
は
、
仁
別
の
各
沢
が
平
野
屋
久
兵
衛
の
請
負
山

と
し
て
経
営
さ
れ
、
船
板
・
帆
柱
・
保
太
木
・
寸
甫
な

ど
が
伐
採
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
小
羽
材
の
大
量

の
伐
採
や
徒
に
よ
っ
て
、
文
化
の
林
政
改
革
の
頃
に
は

全
て
の
山
が
一
円
切
り
尽
し
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く
他
地
域
の
山
々
の
動

静
記
録
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
が
示
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
徒
と
は
徒
伐
の
こ
と
で
、
農

民
に
よ
る
藩
の
伐
採
手
続
き
を
無
視
し
た
無
断
伐
採
を

指
し
ま
す
が
、
同
様
な
違
法
行
為
で
屋
根
用
の
杉
皮
を

剥
ぐ
皮
剥
ぎ
と
共
に
乱
伐
の
横
行
に
至
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
山
林
資
源
の
枯
渇
に
つ
い
て
大
凡
考
は
、

今
を
以
考
候
得
は
宝
暦
十
一
年
御
改
正
よ
り
文
化
二

年
御
改
正
ま
で
四
十
五
年
之
間
青
木
は
十
之
九
を
盡

し
雑
木
は
十
之
七
を
盡
ト
も
可
申
候

と
総
括
し
、
宝
暦
以
降
の
林
業
政
策
が
効
力
を
発
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
弾
し
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
林
政
の
抜
本
的
な
改
革
を
め
ざ
し
た

の
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
か
ら
始
ま
っ
た
文
化
の

林
政
改
革
で
す
。
そ
の
焦
点
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）

に
施
行
さ
れ
た
分
収
率
の
改
正
で
、
青
木
は
郷
林
・
符

人
林
・
寺
社
林
・
又
は
御
留
山
・
御
直
山
た
る
を
問
わ

ず
、
折
半
を
改
め
、
成
木
の
七
割
を
植
立
人
に
与
え
、

三
割
を
官
収
と
す
る
と
い
う
、
三
公
七
民
の
制
で
、
賀

藤
清
右
衛
門
は
木
山
方
吟
味
役
に
就
任
し
、
改
革
事
業

に
邁
進
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
凡
考
に
は
、

国
の
宝
は
山
也
然
共
切
盡
ス
時
は
用
に
立
ス
盡
さ
る

以
前
ニ
備
を
立
つ
べ
し
山
の
衰
は
則
国
の
衰
な
り
と

渋
江
政
光
之
伝
書
と
申
も
の
に
相
見
得
候
、
言
簡
易

に
し
て
至
当
之
論
と
も
可
申
候

と
記
さ
れ
て
お
り
、
林
政
の
原
点
を
見
す
え
た
改
革
へ

の
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。【
渡
部
紘
一
】


